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＊費用弁償の実費支給とは？ 

 埼玉県議会は定例会中（開会日～閉会日）の会議のない日においても議案調査や研究のために登庁すると 

自宅からの距離に応じて６,０００円～１０,２００円の費用弁償が支給されます。私は６月議会で各都道府県の状況・

法的な根拠・過去の経緯・条例などを調べ尽くして委員会で賛成討論をおこないました。今回の委員会でも自

民側に熱く討論で訴えましたが、大変残念な結果となりました。今後も、地方自治法第２０３条第２項・第４項を  

基に県民目線・生活の実態に沿った議会改革を粘り強く提案して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 埼玉県議会は９月２４日（木）～１０月１５日（木）まで開催しています。 

私は会派（無所属・県民会議）を代表して９月３０日に一般質問を行いました。 

また、私が所属する総務県民生活常任委員会では６月に引き続き*「費用弁償の実費支給」に

ついて取り上げましたが、残念ながら過半数を有する自民党単独の反対（否決）によって私た

ち無所属県民会議が提案した議員提出議案の条例案は否決されてしまいました。 

（６月議会での賛成会派は無所属県民会議１０名・民主党・無所属の会１３名・日本共産党埼玉県

議会議員団５名・無所属改革の会３名。また、現在開催している９月議会では６月議会で反対（否

決）していた公明党の議員が委員会で賛成をしました。） 

＊１５日の本会議での採決が待たれます！ 

読売新聞 朝刊 １０月９日（金） 
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